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1。ドイツにおけるイスラム問題

筆者は先に現代ドイツのイスラム組織とイスラム主義問題に関する概観を試

みた。それが本誌前号に掲載した論考である。それを脱稿したのは2004年n月

であり、その後、手を加える機会がないまま時が過ぎたが、その間にも先進国

サミット開催中の2005年7月7日にロンドンで多数の犠牲者を出すテロ事件が

発生するなどしてイスラム原理主義やイスラム主義の脅威が強まり、マスメデ

ィアでも話題とされることが頻繁になった。わが国の場合、テロ関連では『中

央公論』2005年10月号の山内昌之[西欧のテロとイスラームの間]と、同じく

『世界』2005年10月号掲載の内藤正典「和解なき衝突への道」が代表的なもの

であろう。 ドイツではわが国よりも遥かに多くのムスリムが暮らしているとこ

ろから衝撃が極めて大きかったのは当然であり、例えば2004年3月にマドリッ

ドで起こったテロ事件の激震を受けて、同年7月に成立した移民法に当初は予

定されていなかった治安確保のための規定が急遠盛り込まれた。また最近では

過激なイスラム主義団体として知られる「カリフ国家」のいわゆる「憎悪の説

教師」の国外追放や、バーデンこヅユルテンベルク州での帰化審査におけるい

わゆる「イスラム・テス日の是非が話題になっており、さらに[スカーフ問

題]を巡る議論が依然として収まっていないのも同じ流れにある。

そうした関心の高まりを背景にして、ドイツでは学術的な調査や研究も一段

と活発になってきている。 2004年にトルコ研究センターはノルトライン=ヅエ

ストファーレン州に在住するトルコ系移民に関する調査を実施したが、その要

点を同年7月に『シュピーゲル』が報じて不安を掻き立てた。というのは、

「信仰への逃避」という見出しで、トルコ系住民の間でイスラムという意識が
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強くなっていることが浮き彫りにされたからである。すなわち、トルコ研究セ

ンターの調査結果からは、「非常に信仰心がある」と答える比率が2000年の一

桁から2003年に約20%に増大し、「どちらかといえば信仰心がある」とする者

も増加したことが明らかになったのである。もっとも、記事にはこの点につい

ての研究センターのコメントもっけられている。それによれば、「新たな信仰

心で問題になるのは、トルコ人というアイデンティティというよりは、むしろ

文化的イスラム的アイデンティティであり、それは所長のシェンの見方ではイ

スラムに対するドイツ人の嫌悪への反応として理解されるべきものである。」…

このような補足が付け加えられていたとしても、イスラム意識が強くなりつ

つあるといういささか衝撃的な事実の前では、それにあまり注意が向けられな

かったとしてもやむをえなかったであろう。おそらくそうした事情を顧慮して

同センターは2005年にも類似の調査を行っている。報告書は『ドイツにおける

トルコ系ムスリムの宗教的実践と組織的代表』と題して同年11月に公表された

が、これにより、自分を信仰心があるとする者は2000年の73%から83%に増加

したことが明らかにされ、再びイスラム・アイデンティティの高まりが確認さ

れる結果になった。なかでも「非常に信仰心がある」との答えが7.6%から

28.1%に上昇しているのが最大の注目点になっている(‰この問題は2006年4

図1 信仰心の程度

2001 2002 2003 2004 2005

-●一非常に信仰心がある

→-どちらかといえば信仰心がある

一士-どちらかといえば信仰心がない

→一信仰心は全くない

(出典) StiftungZentrum fur Turkeistudien,Turkeistammige Migranten in Nordrhein-Westfalen,

Essen 2006,S.8.
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月に同センターが公表したノルトライン=ヴェストファーレン州のトルコ系移

民の調査でも取り上げられたがJ、結果は図1のようになり、上記の趨勢が州

レベルでも確かめられた。また前者の報告書と同時期に『平行社会への発展?』

と題する調査報告書も発表されたが、そこでは表題からも分かるように、セグ

リゲーションの問題に焦点が当てられた。そして若いトルコ系移民を対象にし

て、ドイツ人との交流が拡大していないことや職場などでの差別経験が増えつ

つあることなどが確認された反面、そうしたデータにもかかわらず、報告書の

結論部では、交わることのない「平行社会への大規模な発展や、生活を包み込

む孤立し閉ざされた集団の存在を語ることはできない」という穏当な文章が記

されている%

連邦政治教育センターが発行する週刊新聞『パーラメント』の付録『政治と

現代史から』は2006年の最初の号で「平行社会?」というテーマを掲げている

が、これも同一線上にあるのは明白であろう。とくに巻頭に文化の衝突や極右

暴力など幅広い研究で著名な社会学者W.ハイトマイヤーたちの共同論文が載

せられているのは、セグリゲーション問題の中心がイスラムにあることを端的

に示している。というのも、その論文は、「広がるイスラム批判によるムスリ

ムの自閉?」と題されているからである(‰さらに同センターが学校などに配

布する出版物の中でもイスラム関係の著作が増加してきており、社会での漠然

とした不安感の高まりを前にして、政治教育の立場から正確な情報を伝えるこ

とによって誤解や偏見を解く努力を強めていることが窺える。

このようにドイツでは実情を正確に把握し、あるいは無用な不安を除去する

取り組みが見られるが、その反面で、イスラムに対する恐怖心を強めるような

議論が展開されているのも見逃せない現実である。それを象徴するのは「イス

ラムファシズム」もしくは「イスラモファシズム」という語が造られ、論壇で

飛び交うようになってきたことであろう。この概念の内実は定かではないし、

そもそもそれが概念として成り立ちうるか否かも疑問だから、むしろ敵と味方

を分ける政治用語ないしはレッテルとして理解するのが適切であろう。この視

点に立てば、イスラムファシズムというのは、イスラム主義とファシズムの間
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に共通性を見出し、ヨーロッパ文明を擁護する立場からこれらを一括して排除

しようとする考え方だといってよいであろう。いずれにせよ、この造語の不当

性を批判する立場からの議論を含め、そうした言葉がドイツを代表する高級紙

でも取り上げられるようになっているのは、軽視できない動きだといわねばな

らない。目に付いた若干の例を挙げれば、2004年3月24日付『ジュートドイッ

チエ』紙にP.シュタインベルガーの筆になる「イスラモファシズムという観念

は馬鹿げているか?」と題した論説が掲載され、同年5月8日の同紙にもS.ヘ

ガシイとR.ヴィルダングルの連名で「イスラモファシズムという概念は歴史的

に正しくない」とのタイトルで批判論文が寄せられている。さらに2004年3月

18日付『ファイト』や2005年9月21日付『フランクフルター・アルゲマイネ』

紙にも同じテーマで論説が掲載されている≒因みに、歴史家論争でも知られ

るEノルテがこの議論に登場していることも付け加えておこう几

それではこのように不安とともにイスラム問題が関心を呼んでいるとすれ

ば、その代表例であるスカーフ問題についてはどのような議論が展開され、い

かなる動きが見られるのであろうか。以下でこれに関する最近の動向を追跡し

てみよう。

2。新たなスカーフ問題

最初に現代のドイツで生活しているムスリムの数などを確かめておこう。

その正確な数は実は明らかになっていないが、一般に総数で320万人から350

万人程度と推定されている。出身国・地域での内訳は、トルコ系が250万人で

最多であり、トルコ系移民が全体で260万人、そのうちでドイツ国籍を有して

いるトルコ系住民が84万人を占めるとされているからへ彼らの大多数がムス

リムということになる。これに次ぐのがボスニア系のムスリムの人々であり、

推定で16万4千人とされている。さらにイラン系のムスリム8万9千人が続い

ている。したがって、ドイツに暮らすムスリムではトルコ系が圧倒的な比率に

達することは明白であり、「ドイツではムスリムの総数の90%という高い割合
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のゆえにイスラムはトルコのイスラムである」というW.G.レルヒの10年以上

前の指摘は今日でも依然として当てはまるといえよう。また宗派別ではスンニ

派240万人、アレヴィト派50万人、シーア派13万人だとされている几

しかしながら、外国人統計でも確認されるように、男女比には明瞭な開きが

ある。すなわち、2005年の時点での外国人は男性が349万人、女性が326万人で

あり、例えば60歳以上65歳まででは57%と43%というように高齢者ではかなり

の差が存在する≒この開きはがってはもっと大きかったが、近年では縮小傾

向にある。そのような落差が見られるのは、ガストアルバイターとして受け入

れられたのが主として若くて身体の強健な男性労働者だった歴史を反映してい

る。それゆえ、ムスリムの女性についても160万人を下回っているのはほぼ確

実だが、その一方で、彼女たちの絶対数が決して小さくないところから、今日

ではスカーフを被った女性の姿はドイツの都市でのありふれた日常的光景の一

部になっているのが現実といえよう。もっとも、ムスリムの女性で常時スカー

フを着用している人々がどれほどの割合になるのかについては、管見の限りで

は調査は行われておらず、データは存在しないようである。

それはともあれ、イスラムを巡りドイツでは、2003年の連邦憲法裁判所の判

決によって一旦は下火になっていたスカーフ問題が2006年秋に改めて関心を果

めるようになった。連邦政治教育センターは「新たなスカーフ論争」と題して

この問題に関する情報を提供しているが、そこでも指摘されているように、直

接の契機になったのは、同盟90/緑の党に所属するエキン・デリゲツの発言だ

った。彼女は連邦議会議員として活動している5人のムスリムの議員の一人で

あり、シュレーダー政権を誕生させた1998年の連邦議会選挙で議席を獲得した。

名前からも分かるように、彼女はトルコ系の女性である。 1971年にトルコで出

生し、1979年に8歳で家族とともにドイツに移住した。 1997年にドイツに帰化

し、現在は子供のある既婚のトルコ系ドイツ人である几

彼女の発言がスカーフ問題再燃の契機になったのは、その発言が挑発的な内

容を含み、激しい反発を引き起こしたからである。すなわち、10月15日の大衆

紙『ビルト・アム・ゾンターク』に掲載されたインタビューで彼女は次のよう
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にアピールしたのである。「私はムスリムの女性に訴える。今日の時代に目覚

めなさい。 ドイツに目覚めなさい。あなたたちはここで暮らしているのです。

だからスカーフを脱ぎなさい。あなたたちが男性と同じ人権を有していること

を示しなさい。」

スカーフ着用を女性抑圧のシンボルと見做し、男女の同権化か実現している

現代ドイツの現実に適応することを迫るこのアピールに対しては、イスラム評

議会やミッリー・ギョルシュのようなイスラム団体はもとより、ドイツのメデ

ィアを含め多方面から厳しい批判が浴びせられ、反論が繰り広げられた。彼女

の言によれば、支持する声も無論存在していたが、他方で数多くの抗議のメー

ルや手紙などが手元に届き、当初は感情的な怒りを投げ付けるものが多かった

という(5)。

しかし問題を深刻にしたのはその後の展開である。彼女の殺害を予告する複

数の脅迫状が送り付けられために、警察の保護を受け、ボディーガードに守ら

れて生活しなくてはならない事態に至ったからである。それだけではない。連

邦議会では議長のN.ラマート(CDU)や副議長のW.ティールゼ(SPD)をは

じめとして所属会派を超えて多数の議員が言論の自由に対する挑戦だとして脅

迫を非難し、デリゲツ擁護の大合唱が巻き起こった。またこれに呼応して、メ

ルケル首相(CDU)は勿論、治安を担当するショイブレ内相(CDU)も非難

の足並みを揃えた%一方、デリゲツが所属する同盟90/緑の党の院内総務R.キ

ューナストとW.ヅイーラントは彼女の安全を図るため、10月31日に急速イス

ラム評議会のA.キジルカヤおよびドイツ・トルコ共同体のK.コラートと会談

し、言論の自由を尊重する最小限のコンセンサスを取り付けた几こうしてス

カーフを巡るデリゲツ発言は瞬く間に政治問題化していった。連邦政治教育セ

ンターの発行する週刊新聞『パーラメント』紙が2006年11月13日号で一面全体

をこの問題に充て、デリゲツ議員とのインタビューを掲載しているのも、事態

が重大化したことを反映している。

しかしながら、問題が一気にここまで深刻化したのは、デリゲツの発言と脅

迫のせいだけではない。この点は、事件の推移に目を奪われて看過されがちで
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あるだけに注意が必要であろう。実際、今日のドイツにはなんらかのきっかけ

があればいつでも問題が吹き出す下地が醸成されているのであり、イスラムを

巡る様々な問題の累積にこそ視線を向けるべきであろう。例えばドイツを代表

する週刊誌『シュピーゲル』をみただけでもこのことは推察できる。同誌は

1997年に「危険なまでに疎遠 多文化社会の破綻」というタイトルの特集を組

み、トルコ人の荒れた若者に焦点を据えたが、驚愕すべき内容が満載されてい

て社会に与えた衝撃は大きかった。また2003年にはスカーフ判決を契機に「ド

イツのムスリム」と題してムスリムの現状を多面的に照らし出し、ドイツ社会

とは異質な生活世界がドイツの大都市に形成されている現実を浮かび上がらせ

た。さらに2004年には「アラーの無権利な娘たち」というタイトルでムスリム

の若い女性たちが強い東縛の中で忍従を強いられている実態を詳しく報じただ

けでなく、同年にはイスラム主義団体「カリフ国家」を率いるカプランに焦点

を当ててイスラム主義問題の特集を組んだが、それが話題になったのは、2001

年のアメリカでの同時多発テロが呼び起こしたショックが尾を引いているから

であるのは指摘するまでもないであろう。

イスラムが社会の耳目を集めるようになったことは、書店に並ぶ新刊書でイ

スラム関連の著作が増えているのを見れば一目瞭然だが、上で一部を紹介した

調査報告がなされていることも、イスラムが社会問題の震源であるという見方

が浸透していることを示している。そして2004年とその翌年にマドリッドとロ

ンドンで相次いで発生した大規模なテロばかりでなく、2005年秋にフランスで

起こった移民の若者を主体とした騒乱や、2006年に入って世界各地に飛び火し

たムハンマド風刺画に対する暴力的な抗議運動などがイスラムに対する恐怖感

や警戒心をますます強めたのである几

これらに加え、ドイツではトルコ人の青年が離婚して自立を始めた実の姉を

殺害した名誉殺人事件の異常さと、その背景になった強制結婚の習慣がドイツ

で守られている事実が、イスラムはドイツ社会にとって異質だという違和感や

嫌悪感を一層拡大する結果になった。有罪判決は2006年4月13日に出されたが、

この事件を契機に政治レベルでは強制結婚を禁止する法改正の動きが強まる一
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方=≒その論陣を張っているトルコ系女性作家ネクラ・ケレクの主張に対し、

Y.カラカングルを先頭とする60人もの知識人が署名した異例の反対声明文が

『ファイト』紙に掲載されて注目を浴びた呪無論、各地でモスク建設に絡む周

辺住民とのトラブルが起きていることや、イスラム団体の要求を受け入れる形

で学校での宗教教育にイスラムを含める動きが出てきていることなどが関心を

引き付けているのはいうまでもない≒また最近では2006年3月にトルコ系住

民の多い地区のベルリンの学校で教職員が一丸となって暴力横行を理由にして

廃校を要望するという事件が起こり、同種の荒廃がベルリンに限られない現実

があぶり出されて世間の耳目をそばだたせた。このようにみてくれば、デリゲ

ツ発言ではなく他のきっかけでもイスラム問題が発火する下地が作り出されて

いたのは間違いないであろう。同年7月にはメルケル首相の呼びかけで移民団

体の代表を集めた「統合サミット」が連邦首相府で開催され、続いて9月には

ショイブレ内相の提唱による「イスラム会議」が聞かれて統合問題を巡りイス

ラム団体との協議がおこなわれたがへ政府要人や指導的立場の政治家が移民

団体やイスラム団体と一つのテーブルに着くという初めての方式が俄に試みら

れたのは、イスラム問題についての危機感が政治エリートの間で高まっていた

ことを物語っているといえよう。

3。スカーフ問題の争点

それはさておき、連邦政治教育センターがデリゲツ発言を起点とする論議を

「新たなスカーフ論争」と呼んでいるのは、当然ながら、それ以前に古い論争

があったからにほかならない。それはアフガニスタン出身で1995年にドイツに

帰化したムスリム女性のフェレシュタ・ルーティンを中心とした論争である。

彼女は公立学校の教師を目指し、バーデン=ヅユルテンベルク州で実習を済ま

せたが、州当局は彼女の採用を拒否した。それは彼女がスカーフを着用したま

ま教壇に立つことを主張して譲らず、スカーフを外すことを信仰と尊厳を損な

うとの理由で頑として受け入れなかったからである几CDUが政権を揺る州当
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局は、スカーフは政治的シンボルであり、教師がそれを教室に持ち込むことは

児童・生徒に影響を与え、中立性を損なうので許されないという立場だった。

しかし、ルーティンはこれを不当な措置でムスリムに対する差別だとして裁判

所に提訴した。そのため事件は法廷で争われことになり、世人の注目を浴びる

ようになったのである。

このスカーフ問題は1989年以来のフランスのそれのドイツ版といえなくな

い。しかし、フランスには第3共和制以来のライシテの原則があり、公的空間

と私的空間との厳格な区分に基づき政教分離が徹底されている几これに対し、

ドイツでは基本法7条3項で公立学校で宗教教育を正規の教科として教えるこ

とが定められていることに見られるように、政教分離が緩やかに理解されてい

る。フランスと違い、ルーティン事件で問題になったのがあくまで教師のスカ

ーフ着用であって､生徒のそれではなかったのはこの点に関連している。勿論、

スカーフの本質をいかなるものとして捉えるのかが論議されたのは当然だが、

ドイツでは着用の是非そのものではなく、公務に就くならどの範囲で着用が許

容されるのかという空間の区分に論議の焦点があったといえよう。

これに対し、新たなスカーフ論争では二つの問題が争点として浮上した。一

つはスカーフが女性抑圧のシンボルであり、男女平等を謳う基本法の価値原理

に反するのか否かと言うスカーフそのものの理解に関わる論点である。もう一

つは、スカーフを否定する言論を殺害の脅迫で封じこもうとするイスラム主義

が勢力を伸ばしている問題である。後者はスカーフだけではなく、ドイツで暮

らすムスリム自体に関わる主要な問題なので、ここでは焦点を前者に絞って考

察することにしよう。

ムスリム女性のスカーフ着用に反対する論陣を展開している人々は幾人も存

在しており、雑誌『エンマ』の編集長で先鋭なフェミニストとして著名なアリ

ス・シュヴァルツヤーやドイツに帰化したトルコ系女性の連邦議会議員ラー

レ・アクギュン(SPD)もこの立場だが≒事件の当事者であることを踏まえ、

便宜上デリゲツ本人の発言を中心にしてスカーフがどのように捉えられている

かを確かめておきたい。
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ドイツで多文化主義を批判する主導文化論が提起されたのは、国籍法の改正

が政治的テーマに浮上したのを起点としており、シュレーダー政権が発足して

間もないした1999年のことである。最初にこれを持ち出したのはCSUの幹部

でバイエルン州|内相のG.ベックシュタインである。しかしそれを論争的概念と

して広めたのは、当時メルケルと並ぶCDUの有力政治家でCDU・CSUの連邦

議会院内総務の要職にあったF.メルツだった。彼はドイツ国籍を取得して正式

にドイツ人になるためにはドイツ語の習得や基本法に定められた憲法的価値へ

の忠誠だけでは足らず、ドイツの伝統、習慣、文化などを受け入れ、尊重する

ことが必須条件になると主張した。そしてこの立場から、帰化について条件を

緩和し二重国籍などを大幅に認める赤緑政権の寛大な国籍政策を痛烈に批判

し、反対署名運動さえ奨励した。つまり、メルツにとっては移民一世やその

子・孫たちが実質的に「100%近いドイツ人」になったときにそれを確認する

証書としてドイツ国籍が付与されるべきであり、ドイツ文化を尊重する心構え

ができるまでは「外国人同胞auslandische Mitbiirger」の地位にとどまるべき

だったのである(‰

同盟90/緑の党に所属していることから推察できるように、デリゲツはこの

ような同化主義的色彩の濃い立場からスカーフに反対したわけではない。同党

とSPD系の知識人の多くは多文化主義を唱導し、ナショナリズムに代替するも

のとして憲法愛国心を唱えてきたが、デリゲツもこの線上に立ち、憲法的価値

を擁護する立場からスカーフ批判の論陣に加わったのである。この点はシュヴ

ァルツアーなども同一であり、そこで前面に押し出されたのは、改めて指摘す

るまでもなく男女の平等という基本価値にほかならない。フェミニストのシュ

ヴァルツァーなどが先頭に立っていることから明らかなとおり、メルツの場合

のようにドイツ文化を受け入れるか否かという保守的な立場からスカーフが問

題視されたのではなく、反対に普遍的な人権の一部としての男女同権の否定と

男性に対する女性の従属が問われていたのであり、等しくスカーフを問題にし

ていてもスタンスが全く異なっている点を見逃してはならないのである。

この点を念頭に置きつつスカーフを巡る議論を整理してみると、3つの論点
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が抽出できると思われる。一つは政教分離の問題であり、もう一つは男性によ

る女性抑圧のそれである。そして三つ目の論点はイスラム主義の問題である。

第1の論点に関しては、2003年9月24日の連邦憲法裁判所のいわゆるスカー

フ判決に対する批判が恰好の事例になる。この判決で連邦憲法裁判所は教師に

スカーフ着用を一律に禁じることは現行法に照らし十分な法律的基礎がなく、

それゆえに基本法に合致しないと判示した。この判決の主眼は州の立法機関に

最終的な決着を委ねるところにありべ 5対3のきわどい差でなされた。しか

しこの連邦憲法裁判所の判決は概して不評だった。実際、判決につき憲法做判

官W.ハッセマーは、「連邦憲法裁判所は教師が職務の際にスカーフを着用する

のは憲法に合致しているという見解であるかのように見えるかもしれない」と

述べ、世上そのようにいわれていても本当は「そうではなく、たんにそう見え

るにすぎない」と弁明しているほどである。一方、判決について『シュピーゲ

ル』は、真実は「最高の憲法の守護者たちが決定しないことを決定しただけだ」

と酷評している≒

スカーフ反対者でこの判決に即座に批判の矢を放ったのはシュヴァルツァー

である。彼女は、「ここで問われているのは法治国家の核心、国家と宗教の分

離、著労して勝ち取られた啓蒙の成果である」とし、「神の国を唱える者の世

界的規模の攻勢がムスリムが多数者である国々を彼らの非人間的な神の法に服

させようとしているだけでなく、西側の民主主義をも脅かしている時代にこの

分離を弱めることは二重に理解しがたい」と痛烈な一撃を浴びせている几こ

の論理はデリゲツも共有している。彼女がスカーフを「宗教的シンボル」であ

るとし、「そのものとしては学校で許容されている」のが現実だとしても、少

なくとも「教師に対するスカーフの明瞭な禁止」は正当であり、これを支持す

ると断言しているのは、ドイツの文脈での政教分離を擁護する立場の表明にほ

かならない。もっとも、教師のスカーフ着用が許されないなら、十字架などを

教師が身につけることの是非もやはり問われなければならないであろう。その

意味では、この点について彼女たちが論及していないのはいささか不可解であ

るように感じられる几
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ところで、「宗教的シンボル」というスカーフの見方にとどまるなら、ムス

リム女性一般に向けてのスカーフ着用をやめよという呼びかけは出てこない。

そのアピールが声高に主張されたのは、スカーフが単なる宗教的シンボルでは

なく、「抑圧のシンボル」でもあると見倣されていたところに本当の理由があ

った。そしてデリゲツたちが本心から主張したかったことは、実はこの点にあ

ったと忖度される。男女の交際や余暇での外出など自由な行動が許されないケ

ースが多いだけでなく、「女性の純潔は男性の名誉」という格言が生き延び、

普段から身内の監視を受けたり、普通のドイツ市民の想像を越える強制結婚す

ら行われている事実から、ムスリムの女性は男性に虐げられ抑圧されている犠

牲者であり、ひ弱で柔順な存在だというイメージがドイツ社会に定着している。

例えば「アラーの無権利の娘たち」と題したシュピーゲルの特集は、パートナ

ーの暴力を受けた経験のある女性は全国で25%であるのに対し、トルコ系女性

では38%に上ることなど客観的事実の報道という面で確かに興味深いが、同時

にこのようなイメージの焼き直しであることも否定できない%実際、E.ベッ

ク=ゲルンスハイムによれば、トルコ系移民の定住化に伴ってムスリム女性が

増えつつあった1970年代にこのイメージは既にドイツ社会に普及していたので

あり、ロヴォールト社の人気シリーズに収められたA.バウムガルトナー=カラ

バクとG.ランデスベルガーの共著『売られた花嫁』(1978年)など多くの読者

を得た著作に見出されるというの。そしてフェミニズムの立場からシュヴァル

ツァーなどがデリゲツを全面的に支持する最大の根拠はこの女性抑圧という点

にあり、その意味では上記の政教分離の論法は副次的な理由でしかないといっ

てよいであろう。

デリゲツによれば、スカーフは男性に対する女性の従属を表しており、女性

を二級市民に押し下げるものである。実際、彼女は、「スカーフを被ることを

女性に要求する者は自らを隠さなければならない性的客体に女性を既価してい

る」として、スカーフを「女性抑圧のシンボル」と断定している。この認識は

シュヴァルツァーがもっとも強調する点であり、2006年7月4日付『フランク

フルター・アルゲマイネ』のインタビューで彼女は、スカーフはムスリム女性
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に二級市民のスティグマを貼り付ける点でナチスがユダヤ系市民に強制したダ

ビデの星に等しいとさえ主張している呪このシュヴァルツァーの刺激的な発

言について『シュピーゲル』のインタビューで感想を尋ねられたケレクは、

「シュヴァルツァーは完全に正しい」と同調し、「スカーフ着用で女性は同権的

な存在である代わりに性化された存在に既められている」として次のように述

べている。「女性は男性が不穏にならないために自らを隠さなければならない、

女性は神のためではなく、男性が本能の僕にならないために自分を覆わなけれ

ばならない。このような考えの背後にあるのは、スカーフやチャドルを着用し

ないあらゆる女性は公共に不穏を持ち込むという見方である。女性は騒擾の張

本人にスティグマ化され、ただ一人の男性に属さなければならないとされる。

こうして自己決定の権利が女性から奪われるのである。卦ここにはスカーフが

女性抑圧のシンボルであるとする論理が明快に描かれている。そしてこの論理

はS.アテス、W.スルタン、I.マンジなどその他のスカーフ批判者にも共通する

認識でもあるといってよい。つまり、スカーフは女性の自己決定権の否認と男

女平等の価値の否定を表現していると捉えられるのである。それゆえに、自己

決定と男女同権が普遍的な人権の一部であり、同時に現代ドイツの基本価値の

構成要素でもある以上、この立場からすれば、スカーフ着用は、女性自身が人

権に目覚めていないこと、現代に遅れていること、そしてドイツ社会に疎遠で

あることに等しいとされ、スカーフを脱ぐべきだと唱導されるのである。

このような第2の論点に比べれば、第3のイスラム主義のそれは補足的な意

味をもつにとどまり、中心的な位置を占めてはいないといってよいであろう。

スカーフ着用を理由にしてルーティンの採用を拒否したバーデン=ヴュルテン

ベルク州の当時の文部大臣であるA.シャヴァンは、保守的な立場からスカーフ

を「政治的イスラム主義、文化的離反のシンボル」と呼んでいるが叫、連邦憲

法裁判所の判決を批評する中で『シュピーゲル』もこれと同一線上に立ち、

「公務員である教師の頭上のスカーフを容認し、その寛容を多文化主義的開放

性、信仰共同体の宗教政策上の同等処遇、異質なものを統合するこの社会の能

力の基準に押し上げる者は、イスラム原理主義者の攻撃的な支配要求を過小評
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価している」と述べぺ誤った寛容の危険性を説いている。

こうした認識ではフェミニストであるシュヴァルツァーも基本的に同列であ

り、スカーフは「法治国を廃止し、シヤリーアを導入しようとするファナティ

カーのシンボル」、「イスラム主義の旗」、「イスラム主義十字軍兵士の掲げる旗」

だと決めつけている。さらに彼女は語勢を強め、「イスラム主義者はヒトラー」

に等しいとさえ断じているほどである碑。デリゲツの場合、さすがにこのよう

な表現は見当たらない。むしろ「スカーフはあまりにも僅かしかドイツ社会が

受け入れていないことへの反作用」であり、ムスリムの女性たちは「スカーフ

という宗教的シンボルの着用でたんにイスラムに対する信仰告白をするだけで

はなく、本当は歓迎してくれない社会から自ら進んで距離をとっている」と述

べて動機に理解を示している。この文脈で彼女は「ドイツの統合政策の怠慢」

を挾りだして痛撃しているが、同時に、動機がどうあれ、スカーフはイスラム

主義の「政治的シンボル」にほかならないと断定している。そして、スカーフ

が「政治的シンボルでないなら、私は警察の保護下にはいないはずだろう」と

主張しつつ、各人が排撃するイスラム主義の内実が定かではないにしても、彼

女もまたシュヴァルツアーなどのイスラム主義非難の合唱に加わるのである4。

4｡「スカーフの下の頭は何を考えているのか?」-スカーフ着用に関する調査

ムスリムの女性が被るスカーフには以上で説明したように3つの論点が内包

されているといえるが、それでは彼女たちが髪を覆い隠すスカーフは本当に女

性抑圧などを表すシンボルなのであろうか。

この問題に関しては極めて興味深い調査報告書がデリゲツ事件が発生する直

前の2006年9月に公表された。調査を行ったのはCDU系のコンラート・アデ

ナウアー財団に所属するF.イェッセンとU.ヅイラモーヴィッツ=メレンドルフ

であり、報告書には『スカーフーシンボルの暴露か?』という表題がつけられ

ている几この報告書には予想通り、マスメディアでもかなりの反響があった。

というのは、スカーフの是非が激しく論議されてきたにもかかわらず、それを
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着用している女性がなぜスカーフを被るのか、その動機や理由はほとんど不明

なままだったからである。その意味で、調査結果を報じた9月14日付『ツァイ

ト』紙の文章にF.ドリーシュナーが「スカーフの下の頭は何を考えているの

か?」というタイトルをつけたのは(ヘ ドイツ社会からの関心の所在を的確に

言い表しているといえよう。

もっとも正確にいえば、ケレクの批判者として知られるブレーメン大学のカ

ラカングルが博士論文のために7年前にこの問題の調査を実施している。しか

しそれには2つの難点があったと指摘されている。一つは高等教育を受けた26

人のスカーフ着用者のインタビューに基づいているだけで、調査範囲が狭すぎ

ることである。今一つは、調査に当たったカラカングル自身が最初から保守的

なムスリムとの対決姿勢を公言していたことである。

これに比ぺれば、今回の調査は遥かに信頼度が高いといえよう。調査者の一

人であるヴィラモーヴィッツ=メレンドルフはこれまでに数々の調査を手掛け

ていて既に定評があり、さらに調査対象者も315人に大きく広げられているか

らである。またその抽出に当たっても、老若の年齢上のばらつき、ドイツに帰

化した人とトルコ国籍のままの人、主婦と職業をもつ人など幅広い人選が行わ

れた。これに加え、スカーフを着用している女性の面接に当たったのがトルコ

語の話せる女性たちだったことも重要であろう。

それではイェッセンたちの調査はどのような結果を示しているのだろうか。

調査はなによりも、一般の想像に反してスカーフを被るムスリム女性が意外

にもドイツ人女性と多くの共通点を持っていることを浮かび上がらせた。その

意味で、彼女たちが非自立的かつ従順で前近代的な遅れた女性だという広く見

られる憶測の誤りを明示するとともに、憐れみや蔑みの眼差しを向けることが

偏見のなせるわざにすぎないことを暴露した。また同時に調査はスカーフを被

る女性の多彩な姿を浮き彫りにし、彼女たちを一括りにすることがいかにミス

リーディングであるかをも示したといえよう。

まず概括的にいうなら、彼女たちの多くはドイツで出生するか、多年にわた

りドイツで生活しているにもかかわらず、ドイツ社会に対して比較的関心が希
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薄である。その多くはドイツで故郷にいるようには感じておらず、心情的には

ドイツよりも親の出身国ないし国籍上所属しているトルコに結ばれている。自

由時間にも彼女たちが交わる周囲の世界はトルコ色が濃厚であり、友人は大抵

トルコ系で、ドイツ人との接触は少ない。このことは学歴が低く、あるいはト

ルコ国籍の女性で強く表れ、高学歴か、ドイツに帰化した女性では比較的希薄

になる。またドイツ社会から切り離されたトルコ社会に帰属する傾向はスカー

フ着用のためにドイツ人から差別される経験によって強められている。

調査からはこれらの興味深い事実が浮かび上がったが、それでは最大の焦点

であるスカーフ着用の動機は何であろうか。デリゲツ、ケレク、シュヴァルツ

ァーなどがそれを「抑圧のシンボル」として攻撃するとき、暗黙の前提として

着用が男性によって強制されているという認識があり、それゆえに自己決定権

の剥奪による女性の非自立性と男女同権の否定が問題とされたが、果たしてム

スリム女性のスカーフ着用は強制の結果なのだろうか。

調査を見る限り、こうした見方は実証されなかった。それどころか、この見

方とは全く正反対の結果が得られたのが最大の注目点になっている。調査では

複数回答で、なぜスカーフを被るのか、その動機が問われた。結果は、「被る

のはムスリム女性の宗教的義務である」が97%でほぼ全員であり、次いで「ス

カーフは私に自信を与えてくれる」が87%で多数を占めた。これに対し、「公

共の場にスカーフを被って出たい」は6%にすぎなかった=≒これらの数字に

照らせば、スカーフ着用が強制によるという主張が維持しがたいのは明白とい

わねばならないであろう。さらにスカーフ着用の決定に当たって誰の影響かあ

ったかという点に関しては、強いて挙げれば母親の影響が大きいという結果に

なり、この点でも男性の役割はほとんど認められなかった。すなわち、着用決

定に際して影響されなかった順に、兄弟96%、夫90%、姉妹86%、女友達78%、

父親74%、母親60%、その他が76%だったのである。これらの数字についてイ

ェッセンたちは、「スカーフはとりわけ男性の家族構成員の圧力に帰されると

いう広範な想定は確証されない」とコメントした上で、[これらの結果によれ

ば、スカーフ着用の決定は他の人間による影響の比較的低い自分の決定を表し
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ている。家族の構成員による強制よりは自分の宗教的信念が決定にとって規定

的なのである」と指摘している几しかし彼らは同時にスカーフ着用の決定が

「意識的で合理的な考慮の結果」だと受け取ってはならないことにも注意を促

している。回答者たちの周囲では、98%の母親がスカーフを被っているし、伯

母と祖母は同率で91%、姉妹で78%がスカーフをつけていて、スカーフ着用が

いわば当たり前の世界で彼女たちが育ち、生活しているからである几

それはともあれ、イェッセンたちは、ムスリム女性がスカーフを着用する動

機を4つに分類している。「決定的要因としての伝統」、「宗教的信念による決

定」、「抗議の印しとしてのスカーフ着用」、「政治的シンボルとしてのスカーフ」

の4つである・。第1の動機と第2のそれとの境は流動的であり、第3の動機と

第4のそれとの間も曖昧だから、調査結果から4つのうちのどれが有力かを確

定することは容易ではない。例えば「ムスリム女性の宗教的義務」という大多

数の答えからは、単に自分が帰属している家族や社会の伝統に従っているだけ

なのか、自覚的な決断によるのかは明らかにならないし、また「スカーフが自

信を与える」という同様に大多数の回答だけでは、宗教的信念の実践として理

解しているのか、イスラムを蔑む社会に対する抗議の表現なのかは判別が難し

いからである。しかし他方で、スカーフを被るムスリム女性の大多数にとって

スカーフ着用が宗教的義務の実践であり、あるいは自信の源になっていること

は、スカーフがいわば彼女たちのアイデンティティの構成要素になっており、

その意味でイスラムが彼女たちの人格の一部になっている現実を示していると

いえよう。事実、「人生の最後までスカーフを被り続けるかどうか分からない」

と答えるのは僅か8%でしかなく、逆に86%にとっては、聖地巡礼が「人生の

最重要の目標」として位置付けられている。そればかりか、「自分の信仰に従

って生きる」ことを95%が人生の主要な目標であると答えているのである几

このように見てくると、スカーフを被るムスリム女性がドイツで暮らしなが

らも、ドイツ社会とは異質な存在であるという印象が強くなるであろう。実際、

上記の諸点でスカーフを着用しているムスリム女性が一般のドイツ女性と基本

的に異なっているのは間違いない。しかしながら、そうであるだけに注目に値
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するのは、その他の面では両者がかなり類似していることである。イェッセン

たちは自分たちの調査結果を2005年3月に実施されたインフラテストのそれと

対比しているが、多くの項目で同じような回答が得られ、「スカーフを着用し

ているリレコ系女性とドイツ女性の間の全体的に驚くべき共通性Jが浮き彫り

になったのである。例えば「よいパートすーと暮らす」はトルコ系女性で82%、

ドイツ女性で78%であり、「自由な人間として感じ、できるだけ自由で自立的

であること」では79%と78%、「家庭とその快適さ」で70%と68%、「子供を持

つこと」で52%と58%などである。とくに最後の「子供を持つこと」では一般

にトルコ系女性、なかでもスカーフを被っている女性では保守性のゆえに子供

を持つことに対する願望が強いと考えられているが、それは根拠のない推測で

あることが明るみに出る形になった(‰

一方、家族と結婚に関する考え方でもスカーフを被っている女性が決して従

属的ではないことが示された。彼女たちの94%は「結婚しても女性が職業的な

希望を実現することは重要である」と考えており、また「家族の中で男性と女

性に原則的な相違があってはならない」という立場に81%が賛意を示している

からである。さらにその裏返しであるが、「女性は幸福であるためには子供を

設けなければならない」とするのは37%にとどまり、「男性が職業生活に打ち

込み､女性は家庭にいて家事を担当する」という考えも41%が支持するだけで、

半数にも達しないのである。こうした調査結果に基づき、イェッセンたちは、

スカーフ着用の女性の間で「結婚での役割分業に関する見方について完全に現

代的な考え方が支配的である」ことを確認し、彼女たちが現代に遅れた後進的

な女性であるという見解が事実に反するステレオタイプにすぎないことを示唆

している呪

スカーフを着用したムスリム女性の同時代性は政治観についても見出せる。

彼女たちはイスラムに帰依していても、決して宗教指導者による神政政治を望

んでいるわけではない。「一国の政府は国民によって選ばれるべきである」と

いう立場を89%が支持しているからである。これに対し、「神の恩寵による政

府」を望むのは11%にすぎない庖したがって、政治観の点では大多数は民主
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主義的と評すことができよう。けれども、人間の平等原則に関しては気掛かり

な点も窺える。というのは、「すべての人間は、信仰のいかんにかかわらず、

神の前で平等である」という原則を承認するのは68%にとどまるからである。

このことはイスラムとキリスト教との優劣と関連している。「イスラムとキリ

スト教は同じ価値を表す」と考えるのは52%しかいないし、「イスラムはキリ

スト教より優れている」という主張に87%もの多数が賛同しているのが事実だ

からである‰ ドイツの一般市民のどれだけがキリスト教はイスラムより優れ

ていると考えているかは不明であるが、嫌悪や差別の現実に照らせば決して少

なくないと推測され、両者が対極に位置していることを示唆している。いずれ

にしてもこれらの数字は、イスラム・アイデンティティがドイツ社会に対する

優越感として彼女たちの自信を支えていることを物語っているといえるが、彼

女たちの生活でイスラムが家族以上に重要な位置を占めていることを考慮する

と、重大な問題がそこに胚胎しているのは間違いないであろう。

以上でイェツセンたちが行った調査の要点を整理してみたが、「スカーフの

下の頭が何を考えているか」を照射し、根拠のない憶測を排除した点で、それ

には画期的な意義があるといえよう。このことは『シュピーゲル』や『フラン

クフルターリレントシヤウ』などが報じているとおりである。特に注目を集め

たのは、スカーフを着用するムスリム女性とドイツ女性との間に結婚や家族に

関して大きな一致点が存在することだった。またスカーフの着用自体について

は、それが男性の強制によるのではなく、自分の決定によることが明確になっ

たことは、スカーフを「抑圧のシンボル」と決めつける主張に十分な根拠がな

いことを証明する形になったのである。

もっとも、調査結果がステレオタイプを覆す衝撃的な内容を含んでいるだけ

に、その信憑性に疑義を呈する声が上がったのは当然の反響だったともいえよ

う。調査についての評価を巡っては、『ツァイト』紙上でドリーシュナーは

「未知の集団についての研究が到達できる限度であらゆる点で代表的」だと称

賛しているが、『シュピーゲル』では幾分トーンダウンし、これを紹介したA.

ライマンは、回答者数が少なすぎるので「研究は本当の暴露とはいえない」と
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しつつ、「代表的とまではいえないものの多くを教えている卜と控えめな評価

を与えている。同様に、『フランクフルターリレントシヤウ』は「代表的とは

いえないが最初の接近ヤだとしてその意義を認めているが、これに対し、デリ

ゲツは『パーラメント』のインタビューで「たしかにアイデンティティの証し

としてスカーフを被る開明的な女性もいる」としながらも、自分の印象では

「ドイツで暮らすムスリム女性の多くは意識調査に応じ、自分の状態について

表明する自己意識を持っていない」から、調査は「経験的な意味で代表的とは

いえない」とその意義を否定する立場を打ち出している。このようにイェッセ

ンたちの調査は画期的であるがゆえに疑念も向けられているが、スカーフを巡

る今後の議論でその結果がもはや無視できないのは確実であろう。

こうした評価の問題と並び、調査について留意が必要なのは、それがCDU

系のコンラート・アデナウアー財団の研究員によって行われたことである。ス

カーフ着用に固執するルーティンの教師採用を拒否したのはバーデン=ヴュル

テンベルク州政府であり、直接の責任者はA.シヤヴァン文相だった。 CDUに

所属する彼女はメルケル政権で連邦文相に横滑りしたが、スカーフに関する立

場は一貫しており、それを「政治的イスラム主義、文化的隔絶のシンボル」と

捉えている。この見方がシュヴァルツァーなどのフェミニズムの線上にあるの

ではなく、反対に先述したメルツの主導文化の流れから出てきているのは容易

に推察できるが、それだけに同じCDU系でありながら、調査を行ったイェッ

センたちが囚われのない冷静な目で事柄を観察していることは特筆に値しよ

う。なぜなら、現職の連邦文相の立場を掘り崩す調査結果を公表したばかりか、

その否定を前提とした提言をしたことになるからである。それだけではない。

彼らが調査に基づいて行ったいくつかの提言はCDU周辺の人々から強い反発

を招くものだった。例えば、「調査結果は、ドイツで教育された教員によるイ

スラム授業を学校に導入することが緊急に必要であることを示している」と述

べ、イスラムをキリスト教と並ぶ宗教の正規の教科とすべきことを彼らは提唱

している。さらに「遠い目標」として、ムスリムの集団礼拝で導師を務める

「イマームをドイツで養成する」ことを挙げ、これによって「多くのコーラン
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学校で無統制な授業が行われている現状にできるだけ早く終止符を打たねばな

らない」と唱えているのである閣。

彼らがそうした主張をするのは、明言は避けているものの、コーラン学校が

イスラム主義浸透の主要な舞台として利用されている現実があるからだと推察

される。 H.メースマンの伝えるところによれば=ヘオーストリアでは1998年以

来イスラムをコントロールする狙いから既にイスラム組織は宗教団体として公

認されており、イマームも国内で養成されている。 ドイツではこうした主張は

連邦政府統合問題特別代表を2005年まで務めたM.ベック(同盟90/緑の党)が

行ったものの、これまでのところ反響は乏しい。けれども今日ではドイツ全国

で推定で1250人の専業のイマームが活動しており、そのほかに1千人の名誉職

的にイマームを務める人々がいる。その大半はトルコ系であり、90%は国家官

吏としてトルコのほかイランやモロッコからドイツに送り込まれている。彼ら

は配置された地域の実情もドイツ語も知らず、もっぱら母語で説教などを行っ

ている。このようなイマームがムスリム移民のドイツ社会からの離反を強めや

すいのは当然であろう。そうしたイマームの実態を踏まえ、イェッセンたちは

ドイツで暮らすムスリムの人々を地域社会に統合する一環としてイマームの国

内での養成などを提起したと考えられる。いずれにせよ、スカーフ問題に一端

が表れたイスラムの実情は、CDU周辺にも従来の立場の大幅な見直しを迫り、

このような大胆な提言を生み出すところまで来ているのである。

5。ムスリムとしての覚醒とスカーフ

以上でイェッセンたちが行った調査の要点を簡単に眺めてきた。この調査に

は疑義が向けられているのは事実だとしても、テーマの重要性に鑑みてもそれ

が画期的な意義を有することはやはり認めなければならないであろう。なかで

も最大の注目点は、ムスリム女性のスカーフ着用が男性による強制ではなく、

女性自身の自己決定の結果であることが明らかにされたことである。この結果

がかなりの程度現実を表しているのは間違いなぐ、それに照らせばスカーフ批
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判者の主張は無根拠な想念にすぎず、的外れな批判をしていることになるから

である。無論、このことを認めた場合でも、ムスリムの間で女性が虐げられ、

無権利状態におかれているという一般的な見方までが反証されたことにはなら

ない。それどころか、女性が自由を奪われ従属を強いられていることを示す事

例はいくつも報じられている。したがって、調査に基づいて確言できるのは、

スカーフについては「抑圧のシンボル」と見倣すのは誤りだということまでな

のである。

ところで、イェッセンたちの調査が信頼に足るとすれば、その結果からは考

慮すべき新たな問題が浮かんでくる。火付け役を果たしたデリゲツ自身も確認

しているように、近年ではスカーフを被った女性を見かける頻度が高くなって

いるが、それはほかの調査でも確認されているイスラム・アイデンティティの

拡大傾向を表していると考えられるからである。スカーフ着用の動機に関し、

「スカーフは私に自信を与える」と87%のムスリム女性が答えたが、そのこと

は、ドイツ社会では得られない自尊心がスカーフ着用で取り戻せることを意味

している。このことは、デリゲツの言葉を借りれば、「スカーフは、人があま

りにも僅かしかドイツの社会に受け入れられていないと感じていることへの反

作用である」という指摘と同義であろう。「ドイツで暮らす多くのトルコ人は

彼らがどこでも望まれていないことに著しんでいる。しかし人はアイデンティ

ティを必要とする。それは人生の基礎なのである。こうして宗教がアイデンテ

ィティのひな型を捏供する。そして人はそれを極めて無批判的に受け入れる。

この宗教のシンボル、すなわちスカーフの着用で人はイスラムに帰依する可能

性を人手するだけでなく、自分を歓迎しようとしない社会から自分自身を進ん

で引き離す可能性をも手に入れるのである。ヤ

スカーフを被る動機を分類した際、イェッセンたちはその一つとして「抗議

の印しとしてのスカーフ着用」を挙げたが、ここで語られているのは、自分を

拒絶するドイツ社会に対する抗議ということであろう。そしてここでの拒絶の

典型になるのは、学校や職場で経験する差別であろう。就職活動の際に生じて

いる差別についてはA.ゴルトベルクたちが綿密な調査で実証しているがヘ職
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場、飲食店、住居探し、職探しの4つの場面での差別経験の有無に関してトル

コ研究センターが実施した調査からは図2のような結果が得られた。一見した

だけで差別経験が増大傾向にあり、頻発していることが明白であろう。

このような差別などで帰属を拒むドイツ社会に対する抗議の心情がイスラム

ヘの傾斜を強め、「ムスリムとしての覚醒」を促進する心理的メカニズムに関

してはビーレフェルト・グループが詳細な研究を積み重ねている。これについ

てはイスラム主義との関連で論及したことがあるので再説は避けへここでは

ムスリムの側でのイスラムの覚醒がドイツ社会の側での懸念を強めていること

を指摘しておこう。ドイツ社会がイスラムにどのような姿勢をとっているかに

ついては、2003年のヴィラモーヴィッツ=メレンドルフなどの研究を基にして

別稿で検討を行い、比較的広く寛容さが認められる反面で、イスラムをテロや

暴力と短絡させる傾向などが存在することを明らかにしたが(へ2004年と2006

年にアレンスバッハ研究所がやはりイスラムを主題とした調査を行っている。

それによれば、2004年にはイスラムという語を聞いて一般のドイツ市民が連想

する上位の5種は、女性の抑圧93%、テロ83%、狂信的・ラジカル82%、危険

70%、後ろ向き66%であり、全体として極めてネガティブなイメージが付きま

とっていることが判明した几また2006年の調査では、図3が示すように、ド

イツで暮らすムスリム住民との緊張関係を予想する市民が増大傾向にあること

が浮き彫りにされた。ムスリムに懸念を抱くドイツ市民が昨今では2001年の同

図2 差別の経験
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時多発テロ直後を上回っているのが特徴点であろう。ここからは、イスラムの

覚醒につながるムスリムの側での抗議の心情とそれに反発し不信感を強めるド

イツ社会の側との間に一種の悪循環の回路が形成されつつあることが看取でき

よう。

それはさておき、近年スカーフを被るムスリム女性が増えていることは、ム

スリムの移民1世での現象ではなく、主としてその子や孫である2世・3世の

間で起こっている出来事である点にも注目する必要がある。なぜなら、1世の

場合は働いて金を貯え、あるいは故郷の家族に送金することがドイツで生活す

る目的だったが、彼らにとってはムスリムであることは自明であり、自分が何

者かは明確だったので、信仰実践にとくに熱心になる必然性は大きくはなかっ

たからである。その意味で、ドイツで生まれ、あるいは成長したためにムスリ

ムであることがもはや自明ではない2世・3世の若い世代がドイツ社会に接す

る中でアイデンティティの模索を行うようになり、その中核をイスラムに求め

たことが「イスラムの覚醒」を引き起こしているといえるのである‰

もちろん、第2・第3世代では高等教育を受けたり、職業的展望が開けてい

図3 ドイツでのムスリム住民との緊張関係
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る人々も出現してきている。その意味で、ここでも一括りにした議論には慎重

でなければならないであろう。そうした限定をつけたうえでトルコ系移民を例

にとった場合、アイデンティティの模索に当たりその支えを民族に求め、トル

コ・ナショナリズムに傾倒することも起こりうる。 トルコ民族主義の運動団体

として知られる「灰色の狼」が若者の間に根を張っているのはこの潮流が実際

に存在していることを証明している≒しかし多くの若者が依拠したのは民族

よりは宗教であり、イスラムだった。というのは、聖俗不可分を理念としてい

るイスラムは私的領域だけではなく、公的領域も含むあらゆる生活領域につい

て規範を与えるからである。換言すれば、成長した異文化の中でアイデンティ

ティの揺らぎや危機に陥ったとき、包括的な生活規範を提示し、確固たる行動

指針を提示できる点でイスラムは恰好の拠り所になりえたのである。こうして

イスラムは移民社会の中でアイデンティティを模索する移民2世・3世が依拠

する土台を提供し、異文化の中で「蔑視される自己の尊厳を輝かしい過去を持

つイスラムとの絆によって象徴的に取り戻そうとする」ところに成り立つ「象

徴的アイデンティティ」として、「ムスリムとしての覚醒」が起こっているの

である‰そしてイェッセンたちの調査に即していえば、スカーフは女性が男

性への従属を強いられている「抑圧のシンボル」というよりは、むしろ「抗議

の印し」としての色彩を濃くしているのであり、その点でスカーフ着用のムス

リム女性が増えていることは、ムスリム移民の間でイスラムとしての意識が強

まりつつあることを裏付ける例証の一つになっているのである。

6。結びに代えて

以上で見てきたように、ドイツではデリゲツ発言をきっかけにして2006年に

新たなスカーフ問題が持ち上がった。それはムスリム女性のスカーフ着用に正

面から反対する点で、それまでのスカーフ問題に比べてより根本的な問題提起

だった。また民間人ではなく現職の連邦議会議員のアピールであるばかりか、

殺害予告と主要な政治家の非難声明まで加わって最初から政治的な論争として
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スタートしたのである。 2003年に『シュピーゲル』はスカーフ問題を目して、

「異質な人々と彼らの文化的特性に寛容に対処するドイツ社会の能力について

の著しいテストヤと呼んだが、その時には実はまだ苦しさは比較的軽かったと

いえるのである。

ルーティンの提訴で注目を浴びたそれまでのスカーフ問題は政教分離の原則

をテーマにし、教室での教師のスカーフ着用の是非が争われた。しかし、この

問題は連邦憲法做判所の判決で州の立法にその可否が委ねられたために実際に

は決着せず、くすぶり続けたままである。事実、2006年半ばの時点でドイツの

16の州のうち8州(バイエルン、バーデン=ヴュルテンベルク、ヘッセン、ザ

ールラント、ノルトライン=ヴェストファーレン、ニーダーザクセン、ブレー

メン、ベルリン)で教師のスカーフ着用が禁じられていて、対応が許容と禁止

に真っ二つに分裂しているのが実情だからである几それに加え、大統領J.ラ

ウが2004年年頭にすべての宗教の同権を求め、修道服や十字架とスカーフの異

なる扱いに疑義を呈して反発を買ったことに見られるようにヘスカーフの差

別的扱いには問題が指摘されており、裁判で維持できるかどうかも予断を許さ

ないといわねばならない。他の州に先駆け、バイエルン州憲法做判所で2004年

n月に制定された同州のスカーフ禁止法に関する審理が2006年11月27日に開始

されたが、その行方が注目されるはこのような背景があるからである几

こうして従来のスカーフ問題が尾を引く中で、新たにスカーフ問題が持ち上

がる形になった。またそれとほぼ同時期にイェッセンたちの調査が公表された

だけでなく、イスラム・アイデンティティの高まりを実証するいくつかの調査

結果が発表され、他方では、アレンスバッハ研究所によって一般のドイツ市民

の間でイスラムないしムスリムに対する懸念が拡大しつつある実情が明らかに

された。さらにドイツの周囲に目を向けると、隣国フランスで疑問の声や反対

論が絶えないにもかかわらず、2004年9月にいわゆるスカーフ禁止法が施行さ

れ、ムスリムのスカーフだけでなく、ユダヤ教徒の縁なし帽子やキリスト教徒

の過度に大きい十字架など宗教を誇示するシンボル的服装を公立学校で着用す

ることが禁じられた。これに続きオランダやベルギーでもムスリムの女性が頭
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から足まで全身を覆うブルカの公共の場での着用を禁止する動きが強まってお

り、とりわけ移民に対する寛容を国是としてきたオランダでは2004年のイスラ

ム過激派によるゴッホ監督暗殺事件以来ムスリムに対する感情が急速に悪化

し、2006年秋には総選挙を前にしてバルケネンデ保守中道政権が法案を用意す

るところまできている。さらにイギリスでは10月にJ.ストロー前外相(労働党)

がやはりブルカを「隔たりの表明」だから外すことを主張して論議を巻き起こ

し、イタリアでもR.ブロディ首相がスカーフは許容できても顔を隠すブルカに

は反対だと表明して議論に火をつけた几こうしてフランスを起点にしてスカ

ーフないしブルカの禁止が連鎖反応を起こす兆しが現れている状況で、新たな

スカーフ問題がドイツで脚光を浴びる形になったのである。

ところで、上記のいくつかの調査結果を念頭に置いて新たなスカーフ問題を

眺めると、ムスリムの側のドイツ社会に対する抗議とドイツ社会の側からの不

信と嫌悪が相乗作用しつつ負のスパイラルを描き始めたという印象を否むこと

ができない。これをスカーフに即していえば、ドイツ文化の尊重を要求する保

守的な主導文化論の人々だけではなく、ムスリムの間で横行する女性抑圧に反

対するフェミニストがスカーフをそのシンボルと見倣して外すことを要求し、

他方、ムスリムの側ではスカーフ着用が強制ではなく、女性の自己決定の結果

だとして対抗する不信と反発の構図ができつつあるといえよう。従来のスカー

フ問題では教室以外の空間でのスカーフ着用は否定されておらず、いわば空間

の区分に焦点があったといえるが、今回の問題では空間の線引きではなく、着

用すること自体の是非に焦点が移り、妥協点を見出して歩み寄ることが著しく

困難になっているところに特徴がある。ムスリムの人々とりわけ若い世代の間

で「イスラムの覚醒」が進み、ドイツ社会との溝か深まりつつあることが調査

によって証明されていることを考えれば、この時期に改めてスカーフ問題が再

燃したのが決して偶然ではないことは明白であろう。

巨視的に眺めれば､今日のドイツは三重の亀裂に呻吟しているといってよい。

一つは「プレカリアート」と命名された社会的下層の堆積に見られる格差と貧

困の問題である。二つ目は、依然として埋まらない西ドイツと東ドイツの物質
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面と心理面の溝である。そして三つ目が、本稿で一端を取り上げた移民問題で

あり、移民とドイツ社会との分裂である。社会的下層の問題は、エーベルト財

団が『改革過程の中の社会』と題する調査報告書を2006年7月に公表し、8%

の市民が下層に属しているだけでなく、63%が社会の変化に不安を感じ、44%

が国家から見捨てられていると感じているという震憾すべき事実を明るみに出

してから一段と激しく議論されるようになったがへ東ドイツの市民や移民の

世帯が社会的下層の中に多く包含されていることを考慮すれば、A.ヴェントが

論じるように、ドイツは三重ではなく「二重の統合問題」に直面しているとい

う見方も成り立ちえよう几ともあれ、移民に関わる第3の亀裂の問題では、

「統合の破綻」を巡る論議を背景にして、とりわけムスリムの人々の社会的統

合がかねてから重視され、最大の課題として位置付けられてきている。けれど

も、実際には近年ではむしろ亀裂の拡大を意味するような事件や出来事が相次

いで生起し、緊張を高めている。そうした実情を前にして、既述のように政府

は統合サミットやイスラム会議を開催し、移民を政治の客体から主体に切り替

え、政策立案への参加の回路を開きつつ、亀裂の修復に向けてようやく本腰を

入れて動きだしたのが現在の段階だといえよう。しかしスカーフ問題の経緯に

照らしただけでも、進行しつつある負のスパイラルを逆転させるのが容易では

ないのは多言を要しないであろう。その意味で、この問題が今後どのように展

開していくかは、移民国ドイツの行方を占ううえで大いに関心をそそるのであ

る。
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